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熊本県土木部ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領 

       （平成３１年（２０１９年）２月２８日伺定） 

             （令和２年（２０２０年）３月２４日一部改定     

      （令和２年（２０２０年）７月２９日一部改定） 

      （令和３年（２０２１年）３月２３日一部改定） 

      （令和３年（２０２１年）７月１６日一部改定） 

      （令和４年（２０２２年）２月  ８日一部改定） 

      （令和４年（２０２２年）７月２２日一部改定） 

 

第１条（趣旨） 

この要領は、建設現場の生産性向上を図るため、熊本県土

木部が発注する建設工事において、「ＩＣＴを全面的に活用す

る工事（以下、「ＩＣＴ活用工事」という。）を試行するにあ

たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条（ＩＣＴ活用工事（土工）） 

 １ ＩＣＴ活用工事における土工 

ＩＣＴ活用工事（土工）とは、次に示す①～⑤の全てもし

くは一部の施工プロセスにおいてＩＣＴを活用する工事と

する。ただし、一部活用の場合は、下表に示す５つのタイプ

のいずれかを採用することとする。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成（必須） 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品（必須） 

 
 
 

熊本県土木部ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領 

       （平成３１年（２０１９年）２月２８日伺定） 

             （令和２年（２０２０年）３月２４日一部改定）  

      （令和２年（２０２０年）７月２９日一部改定） 

      （令和３年（２０２１年）３月２３日一部改定） 

      （令和３年（２０２１年）７月１６日一部改定） 

      （令和４年（２０２２年）２月  ８日一部改定） 

 

 

第１条（趣旨） 

この要領は、建設現場の生産性向上を図るため、熊本県土

木部が発注する建設工事において、「ＩＣＴを全面的に活用す

る工事（土工）」（以下、「ＩＣＴ活用工事（土工）」という。）

を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条（ＩＣＴ活用工事（土工）） 

 １ ＩＣＴ活用工事における土工 

ＩＣＴ活用工事（土工）とは、次に示す①～⑤の全てもしく

は一部の施工プロセスにおいてＩＣＴを活用する工事とする。

ただし、一部活用の場合は、下表に示す５つのタイプのいずれ

かを採用することとする。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成（必須） 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品（必須） 
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<内容> 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、次

に示す１）～８）の中から選択（複数以上可）して測量を行

うものとする。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものと

するが、前工事での３次元納品データが活用できる場合等に

おいては、管理断面及び変化点の計測による測量が選択でき

るものとする。 

なお、管理断面及び変化点の計測による測量を選択した場

合において、下記１）～８）の他、３次元データを取得可能

な方法により３次元起工測量を実施した場合、ＩＣＴ活用と

する。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

 

 

 

 

 

 

 

<内容> 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、次

に示す１）～８）の中から選択（複数以上可）して測量を行

うものとする。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとす

るが、前工事での３次元納品データが活用できる場合等におい

ては、管理断面及び変化点の計測による測量が選択できるもの

とする。 

なお、管理断面及び変化点の計測による測量を選択した場合

において、下記１）～８）の他、３次元データを取得可能な方

法により３次元起工測量を実施した場合、ＩＣＴ活用とする。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

 

 

ＩＣＴ

全活用 タイプ① タイプ② タイプ③ タイプ④ タイプ⑤

①３次元起工測量 〇 〇 － － 〇 －

②３次元設計データ作成（必須） 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③ＩＣＴ建機による施工 〇 〇 〇 〇 － －

④３次元出来形管理 〇 － 〇 － 〇 〇

⑤３次元データの納品（必須） 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ＩＣＴ一部活用
施工プロセス区分
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②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図デ

ータを用いて３次元出来形管理を行うための３次元設計デ

ータを作成する。 

 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、下記１～４）に

示すＩＣＴ建設機械を作業に応じて選択（複数以上可）し

て施工する。 

１）３次元マシンコントロール建設機械（ブルドーザ） 

２）３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） 

３）３次元マシンガイダンス建設機械（ブルドーザ） 

４）３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、下記（１）、（２）に示

す方法により出来形管理及び品質管理を行う。 

（１）出来形管理 

下記１）～１０）の中から選択（複数以上可）して、出

来形管理を行うものとする。 

出来形管理にあたっては、標準的に面管理を実施するも

のとするが、施工現場の環境条件により面的な計測のほか、

管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても

ＩＣＴ活用とする（※１）。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

②３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図デー

タを用いて３次元出来形管理を行うための３次元設計データ

を作成する。 

 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用い、下記１～４）に示

すＩＣＴ建設機械を作業に応じて選択（複数以上可）して施

工する。 

１）３次元マシンコントロール建設機械（ブルドーザ） 

２）３次元マシンコントロール建設機械（バックホウ） 

３）３次元マシンガイダンス建設機械（ブルドーザ） 

４）３次元マシンガイダンス建設機械（バックホウ） 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、下記（１）、（２）に示

す方法により出来形管理及び品質管理を行う。 

（１）出来形管理 

下記１）～１０）の中から選択（複数以上可）して、出

来形管理を行うものとする。 

出来形管理にあたっては、標準的に面管理を実施するも

のとするが、施工現場の環境条件により面的な計測のほか、

管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても

ＩＣＴ活用とする（※１）。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 
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６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形

管理 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形

管理 

８）施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） 

９）施工履歴データを用いた出来形管理（土工） 

１０）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

 

（※１）出来形管理については、標準的に面管理を実施するもの

とするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたること

により一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率に

なる場合は、監督職員との協議の上、上記１）～１０）を

適用することなく、管理断面による出来形管理を行っても

よい。 

ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面

管理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品した場合

に、ＩＣＴ活用とする。 

 

（２）品質管理 

下記１１）を用いた品質管理を行うものとする。 

１１）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理 

ただし、土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行う

ことが非効率である等、施工規定による管理そのものが

なじまない場合は、適用しなくてもよい。 

 

⑤３次元データの納品 

当該工事で作成した３次元データを電子納品する。 

 

 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形

管理 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形

管理 

８）施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削） 

９）施工履歴データを用いた出来形管理（土工） 

１０）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

 

（※１）出来形管理については、標準的に面管理を実施するもの

とするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたること

により一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率に

なる場合は、監督職員との協議の上、上記１）～１０）を

適用することなく、管理断面による出来形管理を行っても

よい。 

ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面

管理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品した場合

に、ＩＣＴ活用とする。 

 

（２）品質管理 

下記１１）を用いた品質管理を行うものとする。 

１１）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理 

ただし、土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行う

ことが非効率である等、施工規定による管理そのものが

なじまない場合は、適用しなくてもよい。 

 

⑤３次元データの納品 

当該工事で作成した３次元データを電子納品する。 
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２ 監督・検査 

上記のほか、監督・検査についても、別添－１のとおり３

次元データに対応した要領等により実施するものとする。 

 

第３条（対象工事及び工種） 

ＩＣＴ活用工事（土工）の対象工事は、河川・道路・砂防・

海岸の「土工を含む一般土木工事」で、土工量 1,000m3 以上

の工事を原則とし、現場条件等から施工性を勘案し、発注者

が指定する工事とする。ただし、岩（軟岩・硬岩）は除く。 

なお、土工量 1,000m3 以上の工事とは、土（岩は除く）の

移動量の計が 1,000m3 以上のものであり、例えば、掘削土量

500m3＋盛土土量500m3 の工事は土工量1,000m3 とする。 

 １ 対象工種 

ＩＣＴ活用工事（土工）の対象は、工事工種体系ツリーに

おける下記の工種とする。 

１）河川土工、海岸土工、砂防土工 

   ・掘削工（河床等掘削含む） 

   ・盛土工 

   ・法面整形工 

２）道路土工 

   ・掘削工 

   ・路体盛土工 

   ・路床盛土工 

   ・法面整形工 

 

 

 

 

 

２ 監督・検査 

上記のほか、監督・検査についても、別添－１のとおり３

次元データに対応した要領等により実施するものとする。 

 

第３条（対象工事及び工種） 

ＩＣＴ活用工事（土工）の対象工事は、河川・道路・砂防・

海岸の「土工を含む一般土木工事」で、土工量 1,000m3 以上

の工事を原則とし、現場条件等から施工性を勘案し、発注者

が指定する工事とする。ただし、岩（軟岩・硬岩）は除く。 

なお、土工量 1,000m3 以上の工事とは、土（岩は除く）の

移動量の計が 1,000m3 以上のものであり、例えば、掘削土量

500m3＋盛土土量500m3 の工事は土工量1,000m3 とする。 

 １ 対象工種 

ＩＣＴ活用工事（土工）の対象は、工事工種体系ツリーに

おける下記の工種とする。 

１）河川土工、海岸土工、砂防土工 

   ・掘削工（河床等掘削含む） 

   ・盛土工 

   ・法面整形工 

２）道路土工 

   ・掘削工 

   ・路体盛土工 

   ・路床盛土工 

   ・法面整形工 
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２ 適用対象外 

従来施工において、土工の土木工事施工管理基準（出来形

管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象外とす

る。 

ただし、河川維持掘削等、ＩＣＴ活用の効果が見込まれる

工事においては、土木施工管理基準を適用することを条件に

ＩＣＴ活用工事（土工）の対象とすることができる。 

なお、対象とする場合は土木技術管理課へ報告すること。 

 

３ その他の工種について 

工事内容に他のＩＣＴ工種が含まれる場合には、特記仕様

書に指定された工種でのＩＣＴ活用工事を実施することを

条件にその他の工種についてもＩＣＴ活用工事として実施

可能とし、実施する場合は該当工種の「熊本県土木部ＩＣＴ

活用工事試行要領」に基づき実施する。 

 

第４条（ＩＣＴ活用工事（土工）の実施方法） 

１ 発注方式 

ＩＣＴ活用工事の発注は、下記によるものとする。 

（１）発注者指定型 

・対象工種の土工量（掘削・盛土）の合計が10,000m3 以

上の工事 

※ただし、工事成績評定対象外工事については、「受注者希

望型」とする。 

 

（２）受注者希望型 

・対象工種の土工量（掘削・盛土）の合計が 1,000m3 以

上10,000m3未満の工事 

 

２ 適用対象外 

従来施工において、土工の土木工事施工管理基準（出来形

管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象外とす

る。 

 

 

 

 

 

（※参考）土工以外の工種について 

ＩＣＴ活用工事（土工）の工事において工事内容に他のＩ

ＣＴ工種が含まれる場合には、土工以外の工種についてもＩ

ＣＴ活用工事として実施可能とし、実施する場合は該当工種

の「熊本県土木部ＩＣＴ活用工事試行要領」に基づき実施す

る。 

 

第４条（ＩＣＴ活用工事（土工）の実施方法） 

１ 発注方式 

ＩＣＴ活用工事の発注は、下記によるものとする。 

（１）発注者指定型 

対象工種の土工量（掘削・盛土）の合計が10,000m3 以上

の工事 

 

 

 

（２）受注者希望型 

対象工種の土工量（掘削・盛土）の合計が 1,000m3 以上

10,000m3未満の工事 
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２ 発注における施工条件の明示 

対象工事の発注にあたっては、特記仕様書にその旨を記載す

る。 

記載例を別添－２のとおり示すが、記載例にないものについ

ては、別途作成するものとする。 

 

 

３ 工事費の積算 

（１）発注者指定型における積算方法 

発注者は、発注に際して、「熊本県土木工事標準積算基準書」

及び国土交通省から発出されている積算要領（≪表－１．積算

要領≫参照）に基づき、ＩＣＴ活用工事に伴う費用を積算する

ものとする。 

なお、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費に

ついては、受注者にその費用について見積依頼を行い、設計変

更により経費を計上する。 

 

（２）受注者希望型における積算方法 

発注者は、発注に際してはＩＣＴを活用しない従来工法で積

算を実施する。 

契約後、ＩＣＴ活用工事（土工）を実施することが受発注者

間で協議が整った場合、「熊本県土木工事標準積算基準書」及

び国土交通省から発出されている積算要領（≪表－１．積算要

領≫参照）に基づき設計変更する。 

なお、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費に

ついては、受注者にその費用について見積依頼を行い、経費を

計上する。 

 

 

２ 発注における施工条件の明示 

対象工事の発注にあたっては、特記仕様書にその旨を記載す

る。 

記載例を別添－２（発注者指定型）、別添－３（受注者希望

型）に示すが、記載例にないものについては、別途作成するも

のとする。 

 

３ 工事費の積算 

（１）発注者指定型における積算方法 

発注者は、発注に際して、「熊本県土木工事標準積算基準書」

及び国土交通省から発出されている積算要領（≪表－１．積算

要領≫参照）に基づき、ＩＣＴ活用工事に伴う費用を積算する

ものとする。 

なお、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費に

ついては、受注者にその費用について見積依頼を行い、設計変

更により経費を計上する。 

 

（２）受注者希望型における積算方法 

発注者は、発注に際してはＩＣＴを活用しない従来工法で積

算を実施する。 

契約後、ＩＣＴ活用工事（土工）を実施することが受発注者

間で協議が整った場合、「熊本県土木工事標準積算基準書」及

び国土交通省から発出されている積算要領（≪表－１．積算要

領≫参照）に基づき設計変更する。 
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≪表－１．積算要領≫ 

区分 準用する要領の名称 発行元 

土工 別紙－６   

ＩＣＴ活用工事（土工）積算要領 

国土交通省 

砂防土工 別紙－２７  

ＩＣＴ活用工事（砂防土工）積算要領 

国土交通省 

河床等掘削 別紙－１４  

ＩＣＴ活用工事（河床等掘削）積算要領 

国土交通省 

 
 
第５条（ＩＣＴ活用工事（土工）の実施手続） 

 １ 実施手続き 

（１）発注者指定型 

受注者は、契約後、発注者へ協議書でＩＣＴ工事計画書（別

添－３）及び内容等が確認できる資料を提出する。 

なお、ＩＣＴ施工技術の活用については、本要領第２条①

～⑤全ての段階で全面的に活用するものとする。 

また、原則、土工の施工範囲の全てで適用するが、具体的

な工事内容及び対象範囲を監督員と協議するものとし、実施

内容等については、施工計画書に記載するものとする。 

 

（２）受注者希望型 

受注者は、第２条①～⑤の全てもしくは一部の施工プロセ

スにおいてＩＣＴを活用した工事を行う希望がある場合、発

注者へ協議書でＩＣＴ活用工事計画書（別添－３）及び内容

等が確認できる資料を提出し、協議が整った場合にＩＣＴ活

用工事（土工）として実施することが出来る。 

 

≪表－１．積算要領≫ 

区分 準用する要領の名称 発行元 

土工 別紙－６   

ＩＣＴ活用工事（土工）積算要領 

国土交通省 

砂防 別紙－２７  

ＩＣＴ活用工事（砂防）積算要領 

国土交通省 

河床等掘削 別紙－１４  

ＩＣＴ活用工事（河床等掘削）積算要領 

国土交通省 

 

 

第５条（ＩＣＴ活用工事（土工）の実施手続） 

 １ 実施手続き 

（１）発注者指定型 

受注者は、契約後、発注者へ協議書でＩＣＴ工事計画書（別

添－４）及び内容等が確認できる資料を提出する。 

なお、ＩＣＴ施工技術の活用については、本要領第２条①

～⑤全ての段階で全面的に活用するものとする。 

また、原則、土工の施工範囲の全てで適用するが、具体的

な工事内容及び対象範囲を監督員と協議するものとし、実施

内容等については、施工計画書に記載するものとする。 

 

（２）受注者希望型 

受注者は、第２条①～⑤の全てもしくは一部の施工プロセ

スにおいてＩＣＴを活用した工事を行う希望がある場合、発

注者へ協議書でＩＣＴ活用工事計画書（別添－４）及び内容

等が確認できる資料を提出し、協議が整った場合にＩＣＴ活

用工事（土工）として実施することが出来る。 

 



令和４年８月１日 
熊本県土木部ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領 新旧対照表 

新 旧 備考欄 
 

9 / 13 

２ 実施フロー 

ＩＣＴ活用工事（土工）の実施フローについては、原則、別

添－４によるものとする。 

 

第６条（工事成績評定における措置） 

１ ＩＣＴ活用工事における評価 

発注方式に関わらず、第２条①～⑤の全てもしくは一部の

施工プロセスにおいてＩＣＴを活用した場合、工事成績評定

「創意工夫」の該当する項目で評価するものとする。 

 

２ ＩＣＴ活用工事において、ＩＣＴ活用施工を実施しない場

合の評価 

（１）発注者指定型 

受注者の責により、ＩＣＴ活用施工（第２条①～⑤の全て）

が実施されない場合は、工事成績評定において減点するもの

とする。 

ただし、受注者の責によらず真にやむを得ない理由でＩＣ

Ｔを活用することができないと判断された場合を除く。 

（２）受注者希望型 

受発注者協議により、ＩＣＴ活用施工を実施しない場合

は、工事成績評定において加点対象とせず、減点は行わない。 

 

第７条（ＩＣＴ活用工事（土工）に適用する要領、基準類） 

ＩＣＴ活用工事（土工）を実施した場合の施工に伴い必要

となる調査・測量・施工・電子納品・検査についての要領・

基準類は、ＩＣＴ活用工事（土工）に関する要領、基準類（別

添－１及び別添－６）により実施する。 

なお、運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が

定められた場合は、監督職員と協議の上、最新の基準類を踏

２ 実施フロー 

ＩＣＴ活用工事（土工）の実施フローについては、原則、別

添－５によるものとする。 

 

第６条（工事成績評定における措置） 

１ ＩＣＴ活用工事における評価 

発注方式に関わらず、第２条①～⑤の全てもしくは一部の

施工プロセスにおいてＩＣＴを活用した場合、工事成績評定

「創意工夫」の該当する項目で評価するものとする。 

 

２ ＩＣＴ活用工事において、ＩＣＴ活用施工を実施しない場

合の評価 

（１）発注者指定型 

受注者の責により、ＩＣＴ活用施工（第２条①～⑤の全て）

が実施されない場合は、工事成績評定において減点するもの

とする。 

ただし、受注者の責によらず真にやむを得ない理由でＩＣ

Ｔを活用することができないと判断された場合を除く。 

（２）受注者希望型 

受発注者協議により、ＩＣＴ活用施工を実施しない場合

は、工事成績評定において加点対象とせず、減点は行わない。 

 

第７条（ＩＣＴ活用工事（土工）に適用する要領，基準類） 

ＩＣＴ活用工事（土工）を実施した場合の施工に伴い必要

となる調査・測量・施工・電子納品・検査についての要領・

基準類は、ＩＣＴ活用工事（土工）に関する要領、基準類（別

添－１及び別添－８）により実施する。 

なお、運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が

定められた場合は、監督職員と協議の上、最新の基準類を踏
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まえ実施するものとする。受注者は、使用する基準類を施工

計画書に明示（別添－６を参考に使用する基準類を抜粋し、

制定・改定日欄を最新のものを記載）し、施工を開始するこ

と。 

 

第８条（施工管理・監督・検査） 

ＩＣＴ活用工事（土工）を実施するに当たっては、ＩＣＴ

活用工事（土工）に関する要領、基準類（別添－１及び別添

－６）により施工管理・監督・検査を実施するものとし、監

督職員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求め

ないものとする。 

また、監督・検査に係る機器（３次元データを閲覧可能な

パソコン等）は受注者が準備するものとする。 

 

第９条（ＩＣＴ活用工事（土工）の対象工事以外として発注した

工事の取り扱い） 

ＩＣＴ活用工事（土工）の対象工事以外においても、受発注

者協議の上、「情報化施工を取り入れた工事」として、施工管

理・監督・検査について、本要領に準拠し実施することができ

る。 

 

第１０条（ＩＣＴ活用証明書の交付） 

「本要領第２条（ＩＣＴ活用工事）」に規定する施工プロセ

ス（全活用又は一部活用）を実施した工事には、実施内容を

記載した証明書（別添－７参照）を交付する。 

なお、ＩＣＴ活用工事の対象工事以外として発注した工事

においても、規定する施工プロセスが実施されれば交付する

ものとする。 

※「ＩＣＴ活用証明書及び週休２日実施証明書の交付につ

まえ実施するものとする。受注者は、使用する基準類を施工

計画書に明示（別添－８を参考に使用する基準類を抜粋し、

制定・改定日欄を最新のものを記載）し、施工を開始するこ

と。 

 

第８条（施工管理・監督・検査） 

ＩＣＴ活用工事（土工）を実施するに当たっては、ＩＣＴ

活用工事（土工）に関する要領、基準類（別添－１及び別添

－８）により施工管理・監督・検査を実施するものとし、監

督職員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求め

ないものとする。 

また、監督・検査に係る機器（３次元データを閲覧可能な

パソコン等）は受注者が準備するものとする。 

 

第９条（ＩＣＴ活用工事（土工）の対象工事以外として発注した

工事の取り扱い） 

ＩＣＴ活用工事（土工）の対象工事以外においても、受発注

者協議の上、「情報化施工を取り入れた工事」として、施工管

理・監督・検査について、本要領に準拠し実施することができ

る。 

 

第１０条（ＩＣＴ活用証明書の交付） 

「本要領第２条（ＩＣＴ活用工事）」に規定する施工プロセ

ス（全活用又は５つのタイプいずれか）を実施した工事には、

実施内容を記載した証明書（別添－９参照）を交付する。 

なお、ＩＣＴ活用工事の対象工事以外として発注した工事

においても、規定する施工プロセスが実施されれば交付する

ものとする。 

※「ＩＣＴ活用証明書及び週休２日実施証明書の交付につ
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いて（通知）」参照 

 

第１１条（現場見学会・講習会等の実施） 

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見

学会等を実施するものとする。 

 

第１２条（アンケート調査等） 

ＩＣＴ活用工事を実施した受注者は、発注者からＩＣＴ活用

工事の効果検証等に係るアンケート調査等の依頼を受けた場

合、これに協力するものとする。 

第１３条（その他） 

本要領によるＩＣＴ活用工事の実施にあたり疑義が生じた

場合は、受発注者が協議した上で対応するものとする。 

 

附則 

この要領は、平成３１年４月１日以降の入札公告、指名競

争入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和２年４月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和２年８月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和３年４月１日以降の入札公告、指名競争

いて（通知）」参照 

 

第１１条（現場見学会・講習会等の実施） 

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見

学会等を実施するものとする。 

 

第１２条（アンケート調査等） 

ＩＣＴ活用工事を実施した受注者は、発注者からＩＣＴ活用

工事の効果検証等に係るアンケート調査等の依頼を受けた場

合、これに協力するものとする。 

第１３条（その他） 

本要領によるＩＣＴ活用工事の実施にあたり疑義が生じた

場合は、受発注者が協議した上で対応するものとする。 

 

附則 

この要領は、平成３１年４月１日以降の入札公告、指名競

争入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和２年４月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和２年８月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和３年４月１日以降の入札公告、指名競争
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入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

附則 

この要領は、令和３年８月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和４年４月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和４年８月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

別添－１ ＩＣＴ活用工事（土工）に用いる施工技術と適用 

する要領、基準類 

 

別添－２ 特記仕様書の記載例 

 

（削除） 

 

別添－３ ＩＣＴ活用工事（土工）の計画書 

 

別添－４ ＩＣＴ活用工事の実施フロー 

 

別添－５ ３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成 

経費の見積 

 

別添－６ ＩＣＴ活用工事に関連する要領、基準類 

 

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

附則 

この要領は、令和３年８月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

附則 

この要領は、令和４年４月１日以降の入札公告、指名競争

入札通知又は見積依頼通知から適用する。 

 

 

 

 

 

別添－１ ＩＣＴ活用工事（土工）に用いる施工技術と適用 

する要領、基準類 

別添－２ 特記仕様書の記載例 

（「発注者指定型」ＩＣＴ活用工事） 

別添－３ 特記仕様書の記載例 

（「受注者希望型」ＩＣＴ活用工事） 

 

別添－４ ＩＣＴ活用工事（土工）の計画書 

 

別添－５ ＩＣＴ活用工事の実施フロー 

 

別添－７ ３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成 

経費の見積 

 

別添－８ ＩＣＴ活用工事（土工）に関連する要領、基準類 
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別添－７ ＩＣＴ活用証明書 

 

（削除） 

 

 
 

別添－９ ＩＣＴ活用証明書 

 

【積算要領】 

（国土交通省 別紙－６） ＩＣＴ活用工事（土工）積算要領 

（国土交通省 別紙－１４）ＩＣＴ活用工事（河床等掘削） 

積算要領 

（国土交通省 別紙－２７）ＩＣＴ活用工事（砂防土工） 

積算要領 

 


